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2はじめに

◼ 第13回本検討会（2025年2月19日）において、検証B（価格算定の方法による市場価格等への影響検証）
の中間取りまとめ（2024年8月19日）では未着手（あるいは要深掘り）であり、今後検証が必要と考えられる
追加論点として「地内混雑発生時のkWh市場価格」「各課題等を考慮したΔkW市場価格」「約定電源（青）と
約定価格（黄）の相互関係性」等を挙げ、今後の検証の進め方について整理を行った。

◼ また、第14回本検討会（2025年3月24日）において、「各課題等を考慮したΔkW市場価格」については、機会
費用なし（逸失利益のみ）のシングルプライスオークション化をΔkW価格決定方法の有力な候補としつつ、追加で
ΔkWに対する適切な対価の支払いについて検討を深めていくこととしており、具体的には、「調整力のパフォーマンスに
応じた追加報酬」「調整力kWhのシングルプライスオークション化（ΔkWと別の収益機会の設計）」を挙げたところ。

◼ 今回、上記の「調整力のパフォーマンスに応じた評価方法」ならびに「調整力kWhのシングルプライスオークション化
（それにより問題が生じないかといった論点）」について、検討を実施したため、ご議論いただきたい。



3（参考） 各課題等を考慮したΔkW市場価格の検討結果（１／２）

出所）第14回 同時市場の在り方等に関する検討会（2025年3月24日）資料5をもとに作成・一部加工
https://www.meti.go.jp/shingikai/energy_environment/doji_shijo_kento/pdf/014_05_00.pdf

https://www.meti.go.jp/shingikai/energy_environment/doji_shijo_kento/pdf/014_05_00.pdf


4（参考） 各課題等を考慮したΔkW市場価格の検討結果（２／２）

出所）第14回 同時市場の在り方等に関する検討会（2025年3月24日）資料5をもとに作成・一部加工
https://www.meti.go.jp/shingikai/energy_environment/doji_shijo_kento/pdf/014_05_00.pdf

https://www.meti.go.jp/shingikai/energy_environment/doji_shijo_kento/pdf/014_05_00.pdf
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7（参考） 調整力ΔkWのパフォーマンス（応動状況）に関する論点

出所）第14回 同時市場の在り方等に関する検討会（2025年3月24日）資料をもとに作成・一部加工
https://www.meti.go.jp/shingikai/energy_environment/doji_shijo_kento/pdf/014_03_00.pdf

https://www.meti.go.jp/shingikai/energy_environment/doji_shijo_kento/pdf/014_03_00.pdf
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9調整力ΔkWに対する適切な対価の必要性について

◼ 同時市場におけるΔkW市場の設計の基本的な考え方として、今後の変動性再エネ大量導入に伴い、より変動幅
が増加しうるなかでは、ΔkWの持つ調整機能の価値（kWhには無い付加価値）はより高まっていくため、この価値
に適切な対価を支払い、調整機能を持つ電源を多く市場に参入させる観点から、容量市場といった他市場の設計
も含め、ΔkWの価値（高速な出力調整等）を適切に評価し、調整力提供者が適切な対価を得られる形とする
ことが重要としていた。

◼ この点、現行の需給調整市場におけるΔkW費用の構成要素には、「①機会費用」「②逸失利益」の他、「③その他
（一定額）」が含まれている一方、Three-Part情報を用い機械的に算出される「①機会費用」「②逸失利益」と
異なり、「③その他（一定額）」はΔkW入札価格に反映する必要があり、この方法では「全ての電源が同じ一定額
を選択した場合は、事後的に一律加算しても同じ結果になる」「一部の電源が高い一定額を選択した場合、逆に、
当該電源のΔkW収入を得る機会自体の減少に寄与してしまう」といったΔkWに対する適切な対価が受け取れない
可能性があることもお示してきたところ。

◼ 上記を踏まえると、まずは、同時市場（将来の変動性再エネ大量導入時代）における、ΔkWの持つ調整機能の
価値（kWhには無い付加価値）とは何かを明確にした上で、その価値に対する適切な対価の支払い（正しい
評価）方法を検討することが重要と考えられる。



10（参考） 同時市場におけるΔkW市場の設計の基本的な考え方

出所）第8回 同時市場の在り方等に関する検討会（2024年4月19日）資料3-2をもとに作成・一部加工
https://www.meti.go.jp/shingikai/energy_environment/doji_shijo_kento/pdf/008_03_02.pdf

出所）第10回 同時市場の在り方等に関する検討会（2024年6月19日）資料3より抜粋
https://www.meti.go.jp/shingikai/energy_environment/doji_shijo_kento/pdf/010_03_00.pdf

https://www.meti.go.jp/shingikai/energy_environment/doji_shijo_kento/pdf/008_03_02.pdf
https://www.meti.go.jp/shingikai/energy_environment/doji_shijo_kento/pdf/010_03_00.pdf


11（参考） ΔkWに対する適切な対価の支払いに関する今後の進め方

出所）第14回 同時市場の在り方等に関する検討会（2025年3月24日）資料5をもとに作成・一部加工
https://www.meti.go.jp/shingikai/energy_environment/doji_shijo_kento/pdf/014_05_00.pdf

https://www.meti.go.jp/shingikai/energy_environment/doji_shijo_kento/pdf/014_05_00.pdf


12調整力ΔkWに対する適切な対価を考慮する対象商品について

◼ 同時市場におけるΔkW商品区分としては、第8回本検討会（2024年4月19日）において、現行の5商品から、
一次、二次（二次①）、三次（二次②・三次①・三次②の集約）の3商品に集約する方向で整理されている。

◼ ここで、一次や二次については時間内変動に対応する商品であり、需要・再エネ予測誤差に対応する三次に比べ、
応動時間要件が短いため、供出可能なΔkWも小さくなりやすく、また、実際の応動量（ΔkWh）も小さくなりやすい
ため、高速な出力調整等が可能といった価値がある反面、対価性が比較的過小になっているともいえる。

◼ この点も踏まえ、今回、対価付与を検討する対象商品として、まずもって一次（GF）と二次（LFC）を考える。

出所）第8回 同時市場の在り方等に関する検討会（2024年4月19日）資料4をもとに作成・一部加工
https://www.meti.go.jp/shingikai/energy_environment/doji_shijo_kento/pdf/008_04_00.pdf

https://www.meti.go.jp/shingikai/energy_environment/doji_shijo_kento/pdf/008_04_00.pdf


13（参考） GFおよびLFC機能の概要について

出所）第19回 需給調整市場小委員会（2020年4月19日）資料2-2より抜粋
https://www.occto.or.jp/iinkai/chouseiryoku/jukyuchousei/2020/files/jukyu_shijyo_19_02_02.pdf

◼ 一次（GF）および二次（LFC）は、需要予測が困難な負荷変動や、GFに関してはLFCでも追従できないような
負荷変動等の時間内変動に対応するための商品であり、共に周波数変動に起因して応動する類の調整力である。

https://www.occto.or.jp/iinkai/chouseiryoku/jukyuchousei/2020/files/jukyu_shijyo_19_02_02.pdf


14（参考） 同時市場における商品区分と対応する事象

出所）第8回 同時市場の在り方等に関する検討会（2024年4月19日）資料4より抜粋
https://www.meti.go.jp/shingikai/energy_environment/doji_shijo_kento/pdf/008_04_00.pdf

https://www.meti.go.jp/shingikai/energy_environment/doji_shijo_kento/pdf/008_04_00.pdf


15（参考） 需給調整市場における精算について

出所）取引ガイド（全商品）2025年4月1日 第7版より抜粋
https://www.eprx.or.jp/outline/docs/guide_250401.pdf

◼ 現行の需給調整市場におけるΔkW約定に伴う精算においては、ΔkW面ではΔkW約定量（kW：いわゆる高さ）、
kWh面では実際の応動量（ΔkWh）に応じた精算となるため、高速商品となる程、これらの量は小さくなりやすいと
いえる。（機敏な応動ゆえkWh面でみると下図のような箱型の応動になりにくいといえる）

◼ 同時市場における具体的な精算方法は検討中ではあるが、基本的には現状と同様に、ΔkW約定量（kW）や
実際の応動量（ΔkWh）が影響すると考えられるため、同時市場においても上述と同様のことがいえるか。

https://www.eprx.or.jp/outline/docs/guide_250401.pdf


16（参考） 同時市場における三次（EDC）の方向性について

出所）第72回 調整力の細分化及び広域調達の技術的検討に関する作業会（2025年4月22日）資料2より抜粋
https://www.occto.or.jp/iinkai/chouseiryoku/sagyoukai/2025/files/chousei_sagyokai_72_02.pdf

◼ 二次②・三次①・三次②の3商品を集約した三次（EDC）については、米PJMのハイパフォーマンス設計を参考に、
その三次インセンティブ案として、最も早い指令に対応可能な二次②相当のリソースに対してインセンティブを与える
（パフォーマンススコアを最大値の1.0とする）方向であり、三次（EDC）商品の中において応動の早いリソース程、
高いインセンティブを与えられる方向性となっている。

https://www.occto.or.jp/iinkai/chouseiryoku/sagyoukai/2025/files/chousei_sagyokai_72_02.pdf
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18調整力ΔkWに対する適切な対価の検討について（１／２）

◼ 現状の需給調整市場における調整力商品の価値としては、「①ΔkW価値」と「②30分単位でのΔkWh価値」により
評価され、それらの対価が付与されている。（左下図参照）

◼ ここで、実際に商品が応動した価値としては、②ΔkWh価値は30分単位で平均化（計量）されたものとなるため、
仮に30分の間で何度も上げ下げ応動していた場合であっても、現状の評価としては、あくまで平均化されたkWh値
での評価となるため、応動した距離（マイレージ）に関する評価がない状態であるともいえる。（右下図参照）

◼ この点、需給調整市場においては、事前審査の実施により、そのリソースが商品要件に沿った応動ができるかどうかを
事前に確認しており、実運用時に指令が来た際には指令どおりに応動できる見込みを確認している。加えて、事後的
にはアセスメントⅡにより、指令に応じた応動が出来ていたかの確認（評価）を実施しており、一定程度の差別化は
実施できていると考える。（ただし、アセスメント不適合によるペナルティ評価であり減点評価ともいえる）

①ΔkW価値（高さの評価）

②ΔkWh価値（面積の評価）

量
（kW）

時間（h）

量
（kW）

量
（kW）

時間
（h）30分

時間
（h）30分

10MW

10MW

①②とも両者は
同じ評価となる



19（参考） 需給調整市場におけるΔkWの商品価値について

出所）第2回 需給調整市場小委員会（2018年3月30日）資料2をもとに作成・一部加工
https://www.occto.or.jp/iinkai/chouseiryoku/jukyuchousei/2017/files/jukyu_shijo_02_02.pdf

https://www.occto.or.jp/iinkai/chouseiryoku/jukyuchousei/2017/files/jukyu_shijo_02_02.pdf


20調整力ΔkWに対する適切な対価の検討について（２／２）

◼ 今回、同時市場における一次（GF）と二次（LFC）に対する適切な対価を検討するにあたっては、前述のとおり、
これらの商品は時間内変動に対応する商品であり、共に周波数変動に応じて応動する（高速に出力調整する）
性質があり、三次（EDC）が主として変動性再エネや需要予測誤差の「“量”（大きさ）」に対応しているのに対し、
一次や二次はより「“質”（高速性や精密性）」の部分に対応している調整力であるともいえる。

◼ ここで、同時市場は、将来的な変動性再エネの大量導入に伴う需給運用面等の課題解決に向けた仕組みである
ことを踏まえると、将来的にはより一層、調整力の“質”の部分が重要になってくる（適切に評価すべき）といえる。

◼ これらを踏まえ、同時市場においては「①ΔkW価値」と「②ΔkWh価値」に加え、将来的により重要性が増すであろう
商品の応動性を適切に評価できるよう、新たに「③パフォーマンス価値（マイレージの評価）」を設けることが考えられる。

①ΔkW価値（高さの評価）

②ΔkWh価値（面積の評価）

量
（kW）

時間（h）

③パフォーマンス価値（マイレージの評価）

NEW！

量
（kW）

量
（kW）

時間
（h）

時間
（h）

10MW

10MW

マイレージ（赤線の長さ）
を比べると、応動した程、
高評価と（長く）なる

より高評価



21パフォーマンス価値（マイレージの評価）の評価方法について

◼ 他方で、マイレージ評価を導入するにあたり、マイレージとして単純に応動した量（線形距離）だけを評価した場合、
指令値から上下振れした際や、指令がないのに応動した場合（常習的なブレ）等も高く評価されてしまうことになる。

◼ この点、例えば、下図のように実際の指令値の近似線（下図のピンク線）を設け、実際の応動線（下図の赤線）
と比較することで、上述のような指令値からのブレにも対応した評価を行うことが考えられるか。

◼ あるいは、簡易的な方法としては、指令値からのブレはアセスメントによるペナルティで対応するとし、マイレージの評価
自体はブレも含めてそのまま評価するという方法もありえるか。

◼ 今後、このような点も踏まえ、「パフォーマンス価値（マイレージの評価）」の評価方法※について深掘り検討していく
こととしたい。

パフォーマンス価値（マイレージの評価）

実際の応動
（マイレージ）

指令値

指令値近似線

＜評価のイメージ（案）＞

量
（kW）

時間（h）

※ 一次（GF）は指令値制御ではなく、周波数変動に伴う自端制御となるため、評価方法には工夫が必要と考えられる。



22（参考） 中給システムの抜本改修に関する仕様統一の方向性について

出所）第31回 需給調整市場小委員会（2022年8月19日）資料3より抜粋
https://www.occto.or.jp/iinkai/chouseiryoku/jukyuchousei/2022/files/jukyu_shijyo_31_03.pdf

◼ 中給システムの抜本改修に伴い、LFCの指令間隔は1秒に統一される予定となっている。

https://www.occto.or.jp/iinkai/chouseiryoku/jukyuchousei/2022/files/jukyu_shijyo_31_03.pdf


23（参考） 一次のアセスメントⅡに用いる供出電力について

出所）取引ガイド（全商品）2025年4月1日 第7版より抜粋
https://www.eprx.or.jp/outline/docs/guide_250401.pdf

https://www.eprx.or.jp/outline/docs/guide_250401.pdf


24パフォーマンス価値（マイレージの評価）の付与方法について

◼ 続いて、「パフォーマンス価値（マイレージの評価）」の対価を付与する方法として、まずは、ΔkW価値・ΔkWh価値
と同様に、精算時の報酬とする形で対価（お金）を付与する方法を考えることとする。

◼ この場合、マイレージ（実際の応動）に応じた評価そのものを追加的対価として付与する方法（直接的付与）と、
マイレージに応じた評価をΔkW約定単価に上乗せすることで対価を付与する方法（間接的付与）が考えられる。

◼ 具体的な対価の付与方法についても今後、海外の知見や計量法への影響等を含めて詳細検討していくこととしたい。

約定処理時

精算処理時

← ← ← ΔkW単価（Three-Part）

ΔkW約定単価

×マイレージに応じた評価指標
＝ΔkWの精算単価

ΔkW精算工程で
対価を上乗せ

（精算処理）

＜間接的付与のイメージ＞＜直接的付与のイメージ＞

約定処理時

精算処理時

← ← ← ΔkW単価（Three-Part）

ΔkW約定単価 ΔkW、ΔkWh
精算とは別に
対価を支払い

（精算処理）



25（参考） 電気の計量制度について （関係省令への影響）

◼ 電気の計量制度において、計量法によって定められている特定計量器としては、「最大需要電力計（kW）」、
「電力量計（kWh）」、「無効電力量計（kvarh）」がある。

◼ パフォーマンス価値の付与方法に関して、精算工程と別に対価を支払う直接的付与、精算工程に対価を組み込む
間接的付与いずれにしても、また、上記の特定計量器でなく、仮にテレメータ値等を活用した場合であっても、その値
そのものを使用せず、指標化したものによって対価を付与する等、計量法等に反しないように整理する必要がある。

出所）資源エネルギー庁HP（電気の計量制度について）より抜粋
https://www.enecho.meti.go.jp/category/electricity_and_gas/electric/measure/faq/001.html

https://www.enecho.meti.go.jp/category/electricity_and_gas/electric/measure/faq/001.html
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27調整力kWhのシングルプライスオークション化に関する論点

◼ 同時市場においては、Three-Part Offerが行われることや、調整力kWhとして供出する（GC後の指令に応じる）
ことに対する適切なインセンティブの観点を考慮し、シングルプライス化を基本的な方針とする方向性をお示しした。

◼ 一方で、その場合、同一時間帯においてSCEDの上げ調整・下げ調整が混在する場合や、ある電源が上げと下げの
両方の動きをした場合について問題が生じないかを検討しておく必要があり、検討を深めることとしていた。

◼ 今回、現状の調整力kWh市場・インバランス料金の仕組みを踏まえつつ、同時市場において何が変わり得るのか、
また、その際の市場構造（電気とお金の流れ）について問題が生じないかケーススタディを行い、整理を行った。

出所）第14回 同時市場の在り方等に関する検討会（2025年3月24日）資料3をもとに作成・一部加工
https://www.meti.go.jp/shingikai/energy_environment/doji_shijo_kento/pdf/014_03_00.pdf

https://www.meti.go.jp/shingikai/energy_environment/doji_shijo_kento/pdf/014_03_00.pdf
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前週 前日 当日

現状 前日
スポット市場

10時 12時 14時 17時 GC

時間前
市場

ΔkW市場
(三次①
～一次)

ΔkW市場
（三次②）

調整力
kWh市場

◼ 現状の調整力kWh市場・インバランス料金の仕組みとしては、調整力kWh取引はマルチプライス、インバランス取引
はシングルプライスという異なる仕組みとなっている。

調整力ΔkW市場 前日スポット市場 時間前市場 調整力kWh市場

実施
形態

オークション
（前週・前日一括）

オークション
（前日一括）

ザラバ
オークション

（GC後一括）

価格
規律

逸失利益（機会費用）
＋ 一定額

（0.33円 or 個別協議）
限界費用 なし 限界費用±10％

約定
方法

マルチプライス シングルプライス マルチプライス

（調整力取引）
マルチプライス

（インバランス取引）
シングルプライス

※ 市場支配力の有無等によってルールは異なるが、本表では基本的なものを整理

※

現状の調整力kWh市場・インバランス料金の価格決定方法
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◼ 調整力kWh市場（需給調整市場の一つ）は、GC以降、発電・小売（市場参加者）が出したインバランス量に
対して、一般送配電事業者が、広域需給調整システム（以下「KJC」という。）を用いて、調整力のメリットオーダー
リスト（以下「MOL」という。）からメリットオーダー順※に調整力を発動させる構図となり、この時の調整力の限界的
なkWh価格がインバランス料金となる。

◼ この時、全体が不足インバランスであれば上げMOL、余剰インバランスであれば下げMOLから約定量（均衡点）を
決めるため、同一時間帯（KJCの計算対象コマ）であれば、上げ調整・下げ調整が混在しない仕組みとなっている。

現状の調整力kWh市場について（１／３）

※ 不足インバランスに対する上げ調整であれば（TSOからの支出が最小となるよう）安価な順に約定させ、
余剰インバランスに対する下げ調整であれば（TSOへの収入が最大となるよう）高価な順に約定させる。

8円 9円 10円 11円 12円

上げMOL

上げ調整
（V1）単価 インバランス量

（KJC）

下げ調整
（V2）単価

6円 7円 8円 9円 10円
上げ調整量下げ調整量

下げMOL

不足インバラ

余剰インバラ

インバランス量
（KJC）



31（参考） 需給調整市場で調達された調整力の発動方法

出所）需給調整市場で調達された調整力 の運用について（2020年11月30日）第2版より抜粋
https://www.tdgc.jp/asset/download/jukyuchoseishijo/outline/outline_05.pdf

https://www.tdgc.jp/asset/download/jukyuchoseishijo/outline/outline_05.pdf


32

実需給前日

分散化した
最適化

（スポット市場）

集中的な
最適化

（調整力kWh市場）

GC

供給・需要
入札

調整力入札
調整量

（インバランス）

ネットワーク制約
再エネ誤差修正

（市場外）

状況変化
（気象変化・ﾄﾗﾌﾞﾙ等）

実需給
（需給一致）

市場参加者

系統運用者

エネルギー市場（分散型）

周波数一致

供給提供

需給調整市場（集中型）

分散化した
最適化

（時間前市場）

供給・需要
修正入札

統計的に可能性
ある調整力確保
（調整力ΔkW市場）

◼ 需給調整市場（調整力kWh市場）は、GC以降、発電・小売事業者（市場参加者）が出したインバランス量を
入札と見做し、系統運用者である一般送配電事業者が、広域需給調整システム（以下、KJC）を用いて、予約
電源（ΔkW電源）および余力活用電源の中から、メリットオーダー上、最適な電源を約定させる構図となっている
（その約定結果がインバランス料金に反映される）。

第8回本検討会
資料の再掲(参考) 調整力kWh市場の構図について（１／２）
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◼ 現状は9つの中給があることから、KJCを用いて全国大の需給調整（広域運用）を行ったうえで、システム間の時間
遅れに伴う誤差をEDC（エリア内需給調整）で調整している。

◼ 具体的には、2024年度以降においてKJCは実需給約10分前の各エリアインバランス想定量をもとに、連系線混雑
（空き容量）のみ考慮して全国大メリットオーダー運用（調整力kWh市場）を行い、その約定結果がインバランス
料金として精算される。

◼ 一方、各エリアの中給は実需給約5分前のエリア需要（≒BG計画+インバランス量）を元に、地内混雑は考慮せず、
エリア内メリットオーダー運用（経済差替え）を実施している。

EDC
（5分前）

再給電
（前日）

エリアA中給

EDC
（5分前）

再給電
（前日）

エリアI中給

全国大の需給調整
＋連系線混雑処理

（調整力kWh市場）

・・・

エリア内
需給調整

（市場外）

エリア内
混雑処理

（市場外）

KJC
（10分前）

【G1】
300/300
¥8/kWh

不足ｲﾝﾊﾞﾗ
220

【G2】
200/200
¥9/kWh

【G3】
0/200

¥10/kWh

不足ｲﾝﾊﾞﾗ
280

連系線
80/100

地内
280/300

【G1】
280/300
¥8/kWh

不足ｲﾝﾊﾞﾗ
200 (↓)

【G2】
200/200
¥9/kWh

【G3】
20/200

¥10/kWh

不足ｲﾝﾊﾞﾗ
300 (↑)

連系線
80/100

地内
280/300

(参考) 調整力kWh市場の構図について（２／２）
第8回本検討会

資料の再掲



34現状の調整力kWh市場について（２／３）

◼ 他方で、現状の調整力kWh市場は、調整力取引がマルチプライスとなっており、この際、調整力提供者にとって限界
費用のままでは上げ下げ調整に応じる（売り買い入札に出す）インセンティブがないため、燃料費（限界費用）に
スプレッド（10%マージン）が加算されたV1/V2費用を元に、調整力発動（精算）される構図となっている。

◼ この点、インバランス取引はシングルプライス、調整力取引はマルチプライスになっているため、TSOのインバランス収支
（調整力kWh市場の収支構造）としては、余剰が発生する（調整力価格とインバランス価格の値差はTSO収益
となる）可能性が高いとされている。

TSO
発電/小売

BG
調整力
提供者

電気、燃料

お金 (量×単価)

不足インバランス
30

5[円/kWh]

：調整力取引のkWhコスト（マルチプライス）

：インバランス取引の収入（シングルプライス）

上げ調整力
30

=

1030

6[円/kWh]

7[円/kWh]

10 10

7[円/kWh]

210
30×7

TSOに収益
発生

【TSOの収支】

180
10×(5+6+7)

【調整力kWh市場での入札・約定】

調整力取引
（マルチプライス）

インバランス取引
（シングルプライス）

出所）第49回 制度設計専門会合（2020年7月31日）資料3より抜粋
https://www.egc.meti.go.jp/activity/emsc_system/pdf/049_03_00.pdf

第8回本検討会
資料の再掲

https://www.egc.meti.go.jp/activity/emsc_system/pdf/049_03_00.pdf
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◼ また、KJCは5分単位で演算が行われることから、30分コマ内において、5分×6コマ分の限界的なkWh価格が存在
することになる一方、インバランス取引ならびに調整力取引は30分単位で計量（精算）される。

◼ そのため、インバランス料金は、各5分の限界的なkWh価格の加重平均により、その30分コマの精算価格としている。

◼ ただし、30分コマ内において、上げと下げの両方の動き（発動）がある場合には、上げ調整量と下げ調整量を相殺
したうえで、相殺後の限界的なkWh価格を、その30分コマのインバランス料金と定めている。

現状の調整力kWh市場について（３／３）

出所）第39回 制度設計専門会合（2019年6月25日）資料3-1より抜粋
https://www.egc.meti.go.jp/activity/emsc_system/pdf/039_03_01.pdf

前半15分が下げ調整、後半15分が上げ調整の場合

https://www.egc.meti.go.jp/activity/emsc_system/pdf/039_03_01.pdf


36（参考） kWh精算時の実施単位について

出所）第39回 制度設計専門会合（2019年6月25日）資料3-1をもとに作成・一部加工
https://www.egc.meti.go.jp/activity/emsc_system/pdf/039_03_01.pdf

◼ 現行、電力量やインバランス量等は計量法により定められた計量器により30分単位で計量されており、精算としても
30分単位で実施されている。（需給調整市場における応動実績の評価時の間隔等とは別物となる）

出所）関西電力送配電 託送供給等約款（2025年4月1日実施）をもとに作成・一部加工
https://www.kansai-td.co.jp/consignment/agreement/pdf/20250401_tsyakkan.pdf

https://www.egc.meti.go.jp/activity/emsc_system/pdf/039_03_01.pdf
https://www.kansai-td.co.jp/consignment/agreement/pdf/20250401_tsyakkan.pdf
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◼ 一方で、例えば、調整力実績が前半後半コマで上げ下げ混在時にはインバランス料金は相殺後価格となることから、
調整力kWh市場であってもTSOに差損が出るケースもあり得る。

◼ 上記は、余剰インバラBGと不足インバラBGが異なる（インバランス実績として相殺されない）場合に、インバランス
収支に赤字として計上されることとなる（同一BGで相殺される場合は、インバランス収支ではなく、時間内変動対応
として赤字計上されることとなる）。

(参考) 現状の調整力kWh市場でインバランス収支が赤字になるケース（例）

TSO
発電/小売

BG②
調整力

提供者②

電気、燃料

お金 (量×単価)

不足インバランス
120

上げ調整力
120

1440
（120×12）

TSO
発電/小売

BG①
調整力

提供者①

余剰インバランス
80

下げ調整力
80

620
（60×8+20×7）

1440
（20×11+80×12+20×13）

960
（80×12）

【前半コマ】 【後半コマ】

【TSO収支】
▲340

【調整力kWh市場での入札・約定】

第8回本検討会
資料の再掲

出所）第39回 制度設計専門会合（2019年6月25日）資料3-1より抜粋
https://www.egc.meti.go.jp/activity/emsc_system/pdf/039_03_01.pdf

https://www.egc.meti.go.jp/activity/emsc_system/pdf/039_03_01.pdf
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◼ 現状の調整力kWh市場・インバランス料金の仕組みについて纏めると下表の通り。

◼ 次章以降では、同時市場の調整力kWh市場・インバランス料金の仕組みがどうなるのか（何が変わり得るのか）を
整理の上、その際の市場構造（電気とお金の流れ）について問題が生じないかケーススタディを行い、確認する。

現状の調整力kWh市場について（まとめ）

入札単価
調整力
取引

（精算単価）

インバランス
取引

（精算単価）

同一時間帯
（各5分）の

上げ・下げ混在時

インバランス料金

通常
30分コマ内の
上げ下げ混在

現状 V1/V2単価
（限界費用±10%）

マルチ
プライス

（入札単価）

シングル
プライス

（インバランス料金）

KJCの原理上
発生しない

各5分の限界的
なkWh価格の

加重平均

調整量を相殺
後の限界的な

kWh価格

計量法により定められた計量器により
30分単位で計量（精算）されるため、

このような算定が必要となる
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◼ 第9回本検討会（2024年5月22日）において、時間前市場価格・インバランス価格ともに、前日同時市場と同じ
価格規律（Three-Part情報）・同じ価格決定方法（シャドウプライス）で、調整力取引・インバランス取引ともに
シングルプライス精算とすることで、BGの同時同量インセンティブ（あるいはインバランス価格ヘッジ）を生む市場価格
構造、経済性の観点からの懸念解消、ならびに調整力応動のインセンティブを生む構造になることを確認している。

◼ これにより、第14回本検討会において、シングルプライス化を基本的な方針とする方向性をお示ししたところ。

同時市場の調整力kWh市場について（１／３）

出所）第9回 同時市場の在り方等に関する検討会（2024年5月22日）資料3より抜粋
https://www.meti.go.jp/shingikai/energy_environment/doji_shijo_kento/pdf/009_03_01.pdf

https://www.meti.go.jp/shingikai/energy_environment/doji_shijo_kento/pdf/009_03_01.pdf
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調整力
kWh市場発電

前日同時市場 時間前市場

10

インバランス価格：15円/kWh

小売

10

90

100

小売
前日想定

小売
時間前想定

不足インバラ

小売
計画値

調整力kWh市場

110

電気 お金 (量×単価)

前日
市場

発電
90

900
（90×10）

前日同時市場価格：10円/kWh

小売

90

900
（90×10）

時間前
市場

発電
10

120
（(100-90)×12）

時間前市場価格：12円/kWh

小売

10

120
（(100-90)×12）約定価格 低 中 高

調整力
kWh市場発電

前日同時市場 時間前市場

20

インバランス価格：15円/kWh

小売

20

90

100

小売
前日想定

活用
なし

不足インバラ

小売
計画値

調整力kWh市場

110

前日
市場

発電
90

900
（90×10）

前日同時市場価格：10円/kWh

小売

90

900
（90×10）

時間前市場価格：12円/kWh

150
（(110-100)×15）

150
（(110-100)×15）

300
（(110-90)×15）

300
（(110-90)×15）

活用
なし

◼ 需要上振れ時には、基本的には価格は上昇（下振れ時は低下）し、「前日同時市場価格＜時間前市場価格＜
インバランス価格」（下振れ時は逆）といった傾向になるといった試算結果が示された。

◼ これにより、小売電気事業者は、需要予測精度を高め、前日同時市場・時間前市場を活用した方が経済合理的
となるため、同時同量インセンティブ（あるいはインバランス価格ヘッジ）を生む市場価格構造になっているといえる。

第9回本検討会
資料の再掲(参考) BGの同時同量インセンティブ（考察）
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◼ 他方、各市場の価格規律が異なる場合、燃料費が最小となるような電源運用にならないといった結果が示された。

◼ これは、調整力kWh市場でV1/V2単価を用いた場合、計画値からの上げ側（V1）と下げ側（V2）で、異なる
単価が用いられることで、最低出力からのEDC配分が必ずしも、前日同時市場において登録された限界費用カーブ
における安価な順での配分にならないためと考えられる。

前日同時市場が限界費用カーブ、調整力kWh市場がV1/V2単価の場合 前日同時市場・調整力kWh市場ともに限界費用カーブの場合

総燃料コスト2,050円総燃料コスト2,100円 総燃料コスト▲50円

※ 調整力kWh市場ではV1/V2単価を用いて、最低出力からEDC配分を実施

発電機A燃料費 1,100円

前日同時市場 700円
調整力kWh市場 400円

発電機B燃料費 1,000円

前日同時市場 1,000円
調整力kWh市場 0円

※ 調整力kWh市場では限界費用カーブを用いて、最低出力からEDC配分を実施

発電機A燃料費 1,550円

前日同時市場 700円
調整力kWh市場 850円

発電機B燃料費 500円

前日同時市場 1,000円
調整力kWh市場 -500円

第9回本検討会
資料の再掲(参考) 経済性の観点からの懸念（考察）
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◼ V1/V2単価を用いる場合、GC時点計画値より上げ側はV1単価、下げ側はV2単価を参照してSCEDを行うことと
なるため、Three-Part情報を用いる場合と比べると、インバランス料金だけでなく、発電機出力（調整力kWh市場
の約定結果）自体も変わり得る。

単価(円/kWh)

総燃料費曲線(円/h)

単価(円/kWh)

総燃料費曲線(円/h)

Three-Part情報

【V1/V2単価】
【Three-Part情報】

第8回本検討会
資料の再掲(参考) V1/V2単価とThree-Part情報の差異について
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【不足インバランス】

90

100
不足インバラ

前日同時市場 調整力kWh市場

小売
前日想定

小売
計画値

市場発電
90

前日同時市場

900
（90×10）

前日同時市場価格：10円/kWh

小売

90

900
（90×10）

電気

お金 (量×単価)

発電
10

調整力kWh市場

インバランス価格：12円/kWh

小売

10

市場
120

（(100-90)×12）
120

（(100-90)×12）

【余剰インバランス】

90

80
余剰インバラ

前日同時市場 調整力kWh市場

小売
前日想定

小売
計画値

市場発電
90

前日同時市場

900
（90×10）

前日同時市場価格：10円/kWh

小売

90

900
（90×10）

発電
10

調整力kWh市場

インバランス価格：8円/kWh

小売

10

市場
80

（(90-80)×8）
80

（(90-80)×8）

発電の収支

計 ＋90円
（90×10ー90×9）

限界
費用
9円

限界
費用
9円 発電の収支

計 ＋30円
（10×12－10×9）

限界
費用
9円

限界
費用
9円 発電の収支

計 ＋90円
（90×10ー90×9）

発電の収支

計 ＋10円
（－10×8ー(ー10)×9）

※ 時間前市場は省略

※ 時間前市場は省略

◼ V1/V2単価の精算でなく、前日同時市場における限界費用カーブを調整力kWhとして引用したとしても、シングル
プライス精算の仕組みを導入することで、需要上振れ時には、基本的には価格は上昇（下振れ時は低下）し、
「前日同時市場価格＜時間前市場価格＜インバランス価格」（下振れ時は逆）といった価格構造になっているの
であれば、発電（調整力提供者）にとっても限界費用より市場価格が高ければ売り（上げ調整）、安ければ買い
（下げ調整）を行うことで収支プラスになることから、調整力応動のインセンティブを生む構造になっているといえる。

第9回本検討会
資料の再掲(参考) 調整力応動のインセンティブ（考察）
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◼ インバランス価格について、前日同時市場と同じ価格規律（Three-Part情報）・同じ価格決定方法（シャドウ
プライス）で、調整力取引・インバランス取引ともにシングルプライス精算にした場合は下図のとおり。

◼ 調整力kWh市場の収支構造としては、余剰・不足は発生せず（収支は±0となり）、限界費用が安い電源ほど、
収益が上がることから、これにより売り買い入札に出すインセンティブを高める構図となっている。

市場
発電/小売

BG
調整力
提供者

電気、燃料

お金 (量×単価)

不足インバランス
30

5[円/kWh]

：インバランス調整のためのkWhコスト

：インバランス補填収入

上げ調整力
30

=

1030

6[円/kWh]

7[円/kWh]

10 10

7[円/kWh]

210
30×7

市場
発電/小売

BG
調整力
提供者

不足インバランス
30

上げ調整力
30

=

1030

7[円/kWh]

10 10

7[円/kWh]

210
10×(7+7+7)

市場運営者
に収益発生

市場運営者
の収支は±0

現状の調整力kWh市場 同時市場の調整力kWh市場

【市場の収支】

180
10×(5+6+7)

210
30×7

：インバランス調整のためのkWhコスト

：インバランス補填収入

【市場の収支】

同時市場の調整力kWh市場について（２／３）



46同時市場の調整力kWh市場について（３／３）

◼ 一方で、現行の上げ or 下げどちらかのMOLから約定量（均衡点）を決めるKJCであれば、同一時間帯（KJCの
計算対象コマ）であれば、上げ調整・下げ調整が混在しない仕組みとなるが、同時市場の調整力kWh市場では、
稼働している電源等の制御可能範囲※でSCEDを行うことになるため、同一時間帯においても上げ調整電源と下げ
調整電源が混在することが起こりえる。

出所）第71回 調整力及び需給バランス評価等に関する委員会（2022年3月22日）資料5をもとに作成・一部加工
https://www.occto.or.jp/iinkai/chouseiryoku/2021/files/chousei_71_05.pdf

※ 現状の余力活用契約においては、調整機能を有する余力活用電源の「運用下限（最低出力）～定格出力」が制御可能範囲となる。

SCEDによる
制御イメージ

https://www.occto.or.jp/iinkai/chouseiryoku/2021/files/chousei_71_05.pdf
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◼ 現状の余力活用契約においては、調整機能を有する余力活用電源の「運用下限（最低出力）～定格出力」が
制御可能範囲となる。

出所）第32回 需給調整市場検討小委員会（2022年9月26日）資料2より抜粋
https://www.occto.or.jp/iinkai/chouseiryoku/jukyuchousei/2022/files/jukyu_shijyo_32_02.pdf

(参考) 稼働している電源等の制御可能範囲

https://www.occto.or.jp/iinkai/chouseiryoku/jukyuchousei/2022/files/jukyu_shijyo_32_02.pdf
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◼ 同時市場の調整力kWh市場（次期中給システムを用いたSCED）は、稼働している電源等の制御可能範囲で
SCEDを行うことから、より実需給に近い電気の価値を参照することが可能と考えられる。

出所）第33回 需給調整市場検討小委員会（2022年11月2日）資料4より抜粋
https://www.occto.or.jp/iinkai/chouseiryoku/jukyuchousei/2022/files/jukyu_shijyo_33_04.pdf

(参考) SCEDのインバランス制度との関係

https://www.occto.or.jp/iinkai/chouseiryoku/jukyuchousei/2022/files/jukyu_shijyo_33_04.pdf
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◼ 現状ならびに同時市場の調整力kWh市場・インバランス料金の仕組みについて纏めると下表の通り。

◼ 前述のとおり、SCEDになると同一時間帯においても上げ調整と下げ調整が混在するため問題ないか（論点①）、
また、SCEDも5分単位（予定）で演算が行われることから、30分コマ内において、5分×6コマ分の限界的なkWh
価格（シャドウプライス）が存在するため、30分単位のインバランス料金をどのように算定するか（論点②）といった
論点が存在する。

◼ 上記については、次章において、市場構造（電気とお金の流れ）について問題が生じないか含め、ケーススタディを
行い、どのような考え方となるか整理を行った。

同時市場の調整力kWh市場について（論点）

入札単価
調整力
取引

（精算単価）

インバランス
取引

（精算単価）

同一時間帯
（各5分）の

上げ・下げ混在時

インバランス料金

通常
30分コマ内の
上げ下げ混在

現状 V1/V2単価
（限界費用±10%）

マルチ
プライス

（入札単価）

シングル
プライス

（インバランス料金）

KJCの原理上
発生しない

各5分の限界的
なkWh価格の

加重平均

調整量を相殺
後の限界的な

kWh価格

同時
市場

Three-Part
（限界費用）

シングル
プライス

（インバランス料金）

シングル
プライス

（インバランス料金）

SCEDの
原理上発生するが

問題ないか

どのように
算定するか

論点① 論点②

計量法により定められた計量器により
30分単位で計量（精算）されるため、

このような算定が必要となる
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１．調整力ΔkWのパフォーマンスに関する検討

ー１．調整力ΔkWに対する適切な対価の必要性

ー２．調整力ΔkWのパフォーマンス評価方法（案）

２．調整力kWhのシングルプライスオークション化に関する検討

ー１．現状の調整力kWh市場・インバランス料金の仕組み

ー２．同時市場の調整力kWh市場・インバランス料金の仕組み

ー３．市場構造のケーススタディ

３．まとめと今後の進め方
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◼ 調整力kWh市場（SCED）において、全体としては不足インバランスの中、上げ調整電源（5円電源・6円電源・
7円電源）と下げ調整電源（8円電源）が混在した場合の市場構造（電気とお金の流れ）は以下の通り。

◼ Three-Part情報によるシャドウプライスでインバランス料金を決め、調整力取引をシングルプライス精算とすることから、
市場収支は発生せず（±0となり）、かつ、調整力提供者に対しては差分精算となることで、適切な対価の支払い
（上げ・下げとも調整に応じた利益を得る構図）になっていると考えられる。

◼ したがって、同一時間帯で上げ・下げ調整が混在した場合においても、適切な精算が行われると考えられる。

4円 5円 6円 7円 8円

計
画
値

計
画
値

計
画
値

計
画
値

上げ調整

不足インバランスの場合
（全体としては上げ調整）

下げ調整

計
画
値

kWh価格:7円

10kW
10kW

5kW
10kW

市場
発電/小売

BG

5円
電源

不足インバランス
15   

上げ調整力
10

70
7×10

105
7×15

電気

お金

6円
電源

上げ調整力
10

70
7×10

7円
電源

上げ調整力
5

35
7×5

8円
電源

下げ調整力
10

70
7×10

燃料費（増）
50

5×10

+20

燃料費（増）
60

6×10

+10

燃料費（増）
70

7×10

±0

燃料費（減）
80

8×10

+10

105

105

±0

【論点①】 同一時間帯においても上げ調整と下げ調整が混在する場合
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◼ 調整力kWh市場（SCED）が5分単位で行われ、30分コマ内において、5分×6コマ分の限界的なkWh価格
（シャドウプライス）が存在するなかで、30分単位のインバランス料金をどのように算定するか。

◼ 通常時（6コマとも同じ傾向）であれば、現状同様、各5分の限界的なkWh価格の加重平均により、その30分コマ
のインバランス料金とすることが考えられる。

◼ 一方、30分コマ内において、上げと下げの両方の動き（発動）がある場合には、現状は上げ調整量と下げ調整量
を相殺した上で、相殺後の限界的なkWh価格をその30分コマのインバランス料金と定めているが、SCEDにおいては
ノード単位で傾向（相殺の有無）が変わり得ること、また、同一5分コマ内でも上げ・下げ調整が混在することから、
相殺後の限界的なkWh価格が必ずしもその時間（実需給）における電気の価値を表しているとは言い難いか。

◼ この点、30分コマ内の上げ下げ混在時も、通常時（6コマとも同じ傾向）と同様、シンプルに各5分コマの限界的な
kWh価格（シャドウプライス）の加重平均により、インバランス料金とすることも考えられるのではないか。

【論点②】 30分単位のインバランス料金をどのように算定するか

非混雑系統混雑系統

10kWh

20kWh

前半15分
（5分×3）

後半15分
（5分×3）

10円 10円

12円

上げ調整

下げ調整

10kWh

▲20kWh

前半15分
（5分×3）

後半15分
（5分×3）

18円

上げ調整

下げ調整

▲10kWh

16円

14円

混雑

混雑系統では
前後半とも不足

（量の相殺なし）

非混雑系統では
前半余剰、後半不足

（量の相殺あり）

前半コマにおいて
上げ下げ調整混在



53【論点②】 調整力kWh市場の市場構造のケーススタディ

◼ また、通常時・30分コマ内の上げ下げ混在時ともに、各5分コマの限界的なkWh価格（シャドウプライス）の加重
平均とした場合に問題が生じないかについて、市場構造（電気とお金の流れ）のケーススタディを行い、その特徴・
傾向の確認を行った。

◼ ここでは簡単のため、二つの電源（電源A・電源B）があり、（5分×6コマ分ではなく）前半15分と後半15分で
SCEDによる制御量が異なるという状況下での検討を行った。

No 観点

ケース１ 前半・後半で異なる上げ調整量（下げ調整量）の場合

ケース２ 前半が下げ調整、後半が上げ調整で全体としては上げ調整の場合

ケース３ 前半が下げ調整、後半が上げ調整で全体としては下げ調整の場合

4円

5円 6円
7円

8円

最低
出力

電源A

9円

最低
出力

電源B

SCED
制御対象外

SCED
制御対象外



54（ケース１ー１）前半・後半で異なる上げ調整量の場合

電気

お金

4円 5円 6円 7円

前半:5円

計
画
値

8円

前半
10kWh

後半:9円

後半
50kWh

加重平均価格 = 8.3円/kWh
= (5円/kWh×10+9円/kWh×50)/(10+50)

電源A 電源B

発電/小売
BG

電源A 不足インバランス
60

上げ調整力
40

333
8.3×40

500
8.3×60

電源B

上げ調整力
20

167
8.3×20

燃料費（増）
230

5×20+6×10
+7×10

+103

燃料費（増）
170

8×10+9×10

▲3

±0

市場

9円

前半15分のSCED結果（価格 = 5円/kWh）

BG

電源A 不足インバランス
10

上げ調整力
10

50
5×10

50
5×10

電源B

燃料費（増）
50

5×10

±0 ±0

市場 BG

電源A 不足インバランス
50

上げ調整力
30

270
9×30

450
9×50

電源B

上げ調整力
20

180
9×20

燃料費（増）
180

5×10+6×10
+7×10

+90

燃料費（増）
170

8×10+9×10

+10

±0

市場

後半15分のSCED結果（価格 = 9円/kWh）

◼ 前半15分で10kWh、後半15分で50kWh、それぞれ上げ調整した場合のお金の流れは以下のとおり。

◼ 加重平均の特徴（同じ方向の場合、中間的な値となる）により、一部マージナル電源の取漏れが発生する可能性
はある※が、インバランス起因者（BG）の負担は変わらず、かつ、調整力提供者に対しては差分精算となることで、
基本的には適切な対価の支払い（上げ・下げとも調整に応じた利益を得る構図）になっていると考えられる。

※ これらの取り漏れ分については、upliftにより回収することが考えられる。

下図、前後半のBG負担
と一致（50+450）



55（ケース１ー２）前半・後半で異なる下げ調整量の場合

◼ 前半15分で10kWh、後半15分で50kWh、それぞれ下げ調整した場合のお金の流れは以下のとおり。

◼ 加重平均の特徴（同じ方向の場合、中間的な値となる）により、一部マージナル電源の取漏れが発生する可能性
はある※が、インバランス起因者（BG）の負担は変わらず、かつ、調整力提供者に対しては差分精算となることで、
基本的には適切な対価の支払い（上げ・下げとも調整に応じた利益を得る構図）になっていると考えられる。

電気

お金

電源A 電源B

前半15分のSCED結果（価格 = 8円/kWh）

BG

電源A 余剰インバランス
10

下げ調整力
10

80
8×10

80
8×10

電源B燃料費（減）
80

8×10

±0

±0

市場 BG

電源A 余剰インバランス
50

下げ調整力
40

160
4×40

200
4×50

電源B

下げ調整力
10

40
4×10

燃料費（減）
220

4×10+5×10
+6×10+7×10

+60

燃料費（減）
80

8×10

+40

±0

市場

後半15分のSCED結果（価格 = 4円/kWh）

4円 5円 6円 7円

前半:4円

計
画
値

8円

前半
10kWh

後半:8円

後半
50kWh

計
画
値

計
画
値

計
画
値

発電/小売
BG

電源A 余剰インバランス
60

下げ調整力
40

187
4.7×40

280
4.7×60

電源B

下げ調整力
20

93
4.7×20

燃料費（減）
220

4×10+5×10
+6×10+7×10

+33

燃料費（減）
160

8×20

+67

±0

市場

加重平均価格 = 4.7円/kWh
= (8円/kWh×(-10)+4円/kWh×(-50))/((-10)+(-50))

9円

計
画
値

※ 本ケースでは生じていないが、4円領域が単独電源であれば発生しうる。

下図、前後半のBG負担
と一致（-80-200）



56（ケース２）前半が下げ調整、後半が上げ調整で全体としては上げ調整の場合

電気

お金

前半15分のSCED結果（価格 = 4円/kWh） 後半15分のSCED結果（価格 = 9円/kWh）

◼ 次に、前半15分で10kWhの下げ調整、後半15分で50kWhの上げ調整した場合のお金の流れは以下のとおり。

◼ 加重平均の特徴（状況次第で、中間的な値となりうる）により、一部マージナル電源の取漏れが発生する可能性
はある※が、インバランス起因者（BG）の負担は変わらず、かつ、調整力提供者に対しては差分精算となることで、
基本的には適切な対価の支払い（上げ・下げとも調整に応じた利益を得る構図）になっていると考えられる。

前半
10kWh

4円 5円 6円 7円

前半:4円

計
画
値

8円

後半:9円

後半
50kWh

9円

電源A 電源B
加重平均価格 = 10.3円/kWh
= (4円/kWh×(-10)+9円/kWh×50)/((-10)+50)

発電/小売
BG

電源A 不足インバランス
40

上げ調整力
20

205
10.3×20

410
10.3×40

電源B

上げ調整力
20

205
10.3×20

燃料費（増）
140

5×10+6×10
+7×10-4×10

+65

燃料費（増）
170

8×10+9×10

+35

±0

市場

BG

電源A 余剰インバランス
10

下げ調整力
10

40
4×10

40
4×10

電源B

燃料費（減）
40

4×10

±0 ±0

市場 BG

電源A 不足インバランス
50

上げ調整力
30

270
9×30

450
9×50

電源B

上げ調整力
20

180
9×20

燃料費（増）
180

5×10+6×10
+7×10

+90

燃料費（増）
170

8×10+9×10

+10

±0

市場

※ 本ケースでは生じていないが、4円領域が単独電源であれば発生しうる。

下図、前後半のBG負担
と一致（-40+450）
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電気

お金

前半15分のSCED結果（価格 = 4円/kWh） 後半15分のSCED結果（価格 = 9円/kWh）

前半
10kWh

8円

4円 5円 6円 7円

前半:4円

計
画
値

8円

後半:9円

後半
50kWh

9円

相殺後

電源A 電源B

発電/小売
BG

電源A 不足インバランス
40

上げ調整力
20

160
8×20

320
8×40

電源B

上げ調整力
20

160
8×20

燃料費（増）
140

5×10+6×10
+7×10-4×10

+20

燃料費（増）
170

8×10+9×10

▲10

±0

市場

BG

電源A 余剰インバランス
10

下げ調整力
10

40
4×10

40
4×10

電源B

燃料費（減）
40

4×10

±0 ±0

市場 BG

電源A 不足インバランス
50

上げ調整力
30

270
9×30

450
9×50

電源B

上げ調整力
20

180
9×20

燃料費（増）
180

5×10+6×10
+7×10

+90

燃料費（増）
170

8×10+9×10

+10

±0

市場

(参考) ケース2で調整量を相殺後の限界的なkWh価格とした場合

相殺後の限界的なkWh価格 = 8円/kWh

◼ 仮に、ケース2において、現状と同様に、上げ調整量と下げ調整量を相殺した上で、相殺後の限界的なkWh価格で
精算した場合のお金の流れは以下のとおり。

◼ 前頁（今回提案方法）と比較して、調整量を相殺した（kWh価格が下がった）分だけ、調整力提供者の上げ
調整に応じた利益が減少する結果となり、適切な対価の支払いとならない可能性が高くなる。

下図に比べて、調整力
提供者の利益が減少



58（ケース３）前半が下げ調整、後半が上げ調整で全体としては下げ調整の場合

電気

お金

前半15分のSCED結果（価格 = 4円/kWh） 後半15分のSCED結果（価格 = 9円/kWh）

◼ 次に、前半15分で50kWhの下げ調整、後半15分で10kWhの上げ調整した場合のお金の流れは以下のとおり。

◼ 加重平均の特徴（状況次第で、中間的な値となりうる）により、一部マージナル電源の取漏れが発生する可能性
はある※が、インバランス起因者（BG）の負担は変わらず、かつ、調整力提供者に対しては差分精算となることで、
基本的には適切な対価の支払い（上げ・下げとも調整に応じた利益を得る構図）になっていると考えられる。

加重平均価格 = 2.8円/kWh
= (4円/kWh×(-50)+9円/kWh×10)/((-50)+10)後半

10kWh

4円 5円 6円 7円

前半:4円

計
画
値

8円

前半
50kWh

計
画
値

計
画
値

計
画
値

9円

後半:9円

計
画
値

電源A 電源B

発電/小売
BG

電源A 余剰インバランス
40

下げ調整力
40

110
2.8×40

110
2.8×40

電源B

調整力
±0

0
2.8×0

+110

▲10

±0

市場

燃料費（減）
220

4×10+5×10
+6×10+7×10

燃料費（増）
10

9×10-8×10

BG

電源A 余剰インバランス
50

下げ調整力
40

160
4×40

200
4×50

電源B

＋60 ±0

市場
下げ調整力

10

40
4×10

燃料費（減）
80

8×10

+40

燃料費（減）
220

4×10+5×10
+6×10+7×10 BG

電源A 不足インバランス
10

90
9×10

電源B

上げ調整力
10

90
9×10

燃料費（増）
90

9×10

±0

±0

市場

※ これらの取り漏れ分については、upliftにより回収することが考えられる。

下図、前後半のBG負担
と一致（-200+90）
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電気

お金

前半15分のSCED結果（価格 = 4円/kWh） 後半15分のSCED結果（価格 = 9円/kWh）

◼ 仮に、ケース3において、現状と同様に、上げ調整量と下げ調整量を相殺した上で、相殺後の限界的なkWh価格で
精算した場合のお金の流れは以下のとおり。

◼ 前頁（今回提案方法）と比較して、調整量を相殺した（kWh価格が上がった）分だけ、調整力提供者の下げ
調整に応じた利益が減少する結果となり、適切な対価の支払いとならない可能性が高くなる。

後半
10kWh

4円 5円 6円 7円

前半:4円

計
画
値

8円

前半
50kWh

計
画
値

計
画
値

計
画
値

9円

後半:9円

相殺後

計
画
値

5円

電源A 電源B

発電/小売
BG

電源A 余剰インバランス
40

下げ調整力
40

200
5×40

200
5×40

電源B

調整力
±0

0
5×0

＋20

▲10

±0

市場

燃料費（減）
220

4×10+5×10
+6×10+7×10

燃料費（増）
10

9×10-8×10

BG

電源A 余剰インバランス
50

下げ調整力
40

160
4×40

200
4×50

電源B

＋60 ±0

市場
下げ調整力

10

40
4×10

燃料費（減）
80

8×10

+40

燃料費（減）
220

4×10+5×10
+6×10+7×10 BG

電源A 不足インバランス
10

90
9×10

電源B

上げ調整力
10

90
9×10

燃料費（増）
90

9×10

±0

±0

市場

(参考) ケース3で調整量を相殺後の限界的なkWh価格とした場合

相殺後の限界的なkWh価格 = 5円/kWh

下図に比べて、調整力
提供者の利益が減少
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◼ 同時市場の調整力kWh市場の市場構造についてケーススタディを行った結果は以下のとおり。

➢ 論点①（同一時間帯の上げ下げ混在）については、適切に精算され問題ないことが確認できた

➢ 論点②（30分単位のインバランス料金をどのように算定するか）については、全ての断面、シンプルに各5分コマの
限界的なkWh価格（シャドウプライス）の加重平均によってインバランス料金を算定することで、適切に精算され
問題ない（ただし一部電源の取り漏れ分については、upliftによる補填が必要）ことが確認できた

◼ 上記により、同時市場における調整力kWhのシングルプライスオークション化についても、下表の仕組みとすることで、
大きな問題はないと考えられるのではないか。

同時市場の調整力kWh市場について（まとめ）

入札単価
調整力
取引

（精算単価）

インバランス
取引

（精算単価）

同一時間帯
（各5分）の

上げ・下げ混在時

インバランス料金

通常
30分コマ内の
上げ下げ混在

現状 V1/V2単価
（限界費用±10%）

マルチ
プライス

（入札単価）

シングル
プライス

（インバランス料金）

KJCの原理上
発生しない

各5分の限界的
なkWh価格の

加重平均

調整量を相殺
後の限界的な

kWh価格

同時
市場

Three-Part
（限界費用）

シングル
プライス

（インバランス料金）

シングル
プライス

（インバランス料金）

SCEDの原理上
発生も問題なし

（適切に精算される）

各5分の限界的な
kWh価格の加重平均

⇒問題なし※（適切に精算される）

※ 一部電源の取り漏れ分については、upliftにより回収することが考えられる。

計量法により定められた計量器により
30分単位で計量（精算）されるため、

このような算定が必要となる
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62まとめ（得られた示唆）と今後の進め方

◼ 今回の各種検討結果から得られた示唆は以下の通り。

【ΔkWに対する適正な対価（調整力のパフォーマンスに応じた評価の方法）】

➢ 時間内変動に対応する商品（GF・LFC）と需要予測・再エネ予測誤差に対応する商品（EDC）の商品別の
特徴を踏まえ、将来的な変動性再エネ大量導入時代にはより一層、調整力の“質”の部分を適切に評価すべき
という考え方の元、対価付与を検討する対象商品として、同時市場において時間内変動に対応する商品である
「一次（GF）」と「二次（LFC）」を考えることでどうか

➢ 同時市場における調整力価値としては、現行同様の「①ΔkW価値」、「②ΔkWh価値」に加えて、将来的により
重要性が増すであろう商品の応動性をより適切に評価できるように「③パフォーマンス価値（マイレージの評価）」
を新たに設ける方向としてはどうか

➢ 具体的なパフォーマンス価値の評価方法や対価の付与方法については、海外知見等も参考に、今後深掘り検討
していくこととしたい

【調整力kWh市場・インバランス料金】

➢ 同時市場における調整力kWh市場について、全ての断面、シンプルに各5分コマの限界的なkWh価格（シャドウ
プライス）の加重平均によってインバランス料金を算定することで、市場構造についてケーススタディを行った結果、
適切に精算され問題ないことが確認できた

➢ 上記により、同時市場における調整力kWhのシングルプライスオークション化について、大きな問題はない（かつ、
売り買い入札に出すインセンティブを高める構図となっている）と考えられる
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以 上


